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１．はじめに 

 1981 年 7 月 1 日から実施された査定系再審査においては、特許権消滅後 6 年間、特許権者

を含む誰もが請求できるが、第三者は答弁書を提出するだけで、特許権者の補正に対する意見を

具申する機会は与えられていませんでした。 

 

そこで、1999 年 11 月 29 日の改正により、当事者系再審査制度が利用できるようになりま

した。当事者系再審査制度（適用対象：1999 年 11 月 29 日以降の出願に基づく特許）におい

ては、特許権者以外の第三者請求人が再審査を請求できると共に、再審査の過程で第三者請求人

にも意見を具申する機会が与えられました。このように、第三者請求人は、当事者系再審査制度

を利用できるようになりました。 

 

米国において特許付与後の各種手続は、訴訟の前段階と言われ、今後、その利用は特許戦略上

ますます重要な位置を占めると考えられます。そこで、当事者系再審査、付与後レビュー、当事

者系レビュー等の付与後の各種手続に関し留意すべき事項等について以下に説明します。 
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